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１．岡山市基幹相談支援センターの説明



（名称及び所在地）

岡山市障害者基幹相談支援センター

岡山市障害者権利擁護・虐待防止センター

岡山市北区平田４０７番地

（人員体制）
センター長 １名（常勤・専従）※主任相談支援専門員と兼務
副センター長 １名（常勤・専従）※主任相談支援専門員と兼務
主任相談支援専門員 ２名（常勤・専従）
専門職員 ３名（兼務・常時３名配置、１４名で対応）
事務員 １名（非常勤・兼務１名）
医師 ２名（嘱託）※小児科医１名、精神科医１名
弁護士 １名（嘱託）

基幹相談支援センター共同運営事業体

社会福祉法人 旭川荘（代表法人）

社会福祉法人 岡山市手をつなぐ育成会

社会福祉法人 浦安荘

社会福祉法人 泉学園

岡山市障害者基幹相談支援センターのご紹介



基幹相談支援センター事業:

・総合的・専門的な相談支援の実施
・相談支援事業所等への助言・指導・連携
・地域の相談支援事業者の人材育成
・地域移行・地域定着の促進
・地域共生社会の実現に向けた支援体制
  づくり

障害者自立支援協議会運営事業:

・全体会及び運営会議の実施
・各専門部会の連携・支援

医療的ケア児等総合支援事業:

・医療的ケア児等の協議の場の設置
・医療的ケア児等支援者の人材育成
  等の実施
・医療的ケア児とその家族への支援

権利擁護・虐待防止センター事業:

・権利擁護に関する事業
・通報等の受付、相談等
・事実確認・訪問調査
・受理会議、定例会議への参加
・一時保護のための居室確保、必要
 な支援の実施
・関係機関との連携による継続支援
 のモニタリング
・虐待防止に関する研修会

基幹相談支援センター
権利擁護・虐待防止センター

基幹相談支援センター事業の枠組み

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
４つの事業を中心に活動をしており、岡山市内全域をカバーしている。



相談支援事業名等 配置メンバー 業務内容 実施状況等
（相談支援事業実態調査）

基幹相談支援センター 定めなし

《地活要綱例示》
主任相談支援専門員相
談支援専門員
社会福祉士
精神保健福祉士
保健師 等

総合的・専門的な相談の実施

（基幹相談支援センター機能強化事業）

地域の相談支援体制強化の取組
・地域の相談事業者への専門的な助言等
・人材育成
・地域の相談機関との連携強化
・事例の検証
地域移行・地域定着の促進の取組

■ 1,741市町村中
650市町村(H30.4) 37％
687市町村(H31.4) 39％
778市町村 (R2.4) 45％

※箇所数は946ヶ所(R2.4)

※権利擁護・虐待防止(虐待防止センターの受託)

障害者相談支援事業

※（岡山市の場合は強化事業所に

あたる）
実施主体：市町村
→指定特定相談支援事業者、指定
一般相談支援事業者への委託可

定めなし 福祉サービスの利用援助（情報提供、相談）

 社会資源を活用するための支援

（各種支援施策に関する助言・指導）

社会生活力を高めるための支援

ピアカウンセリング

権利擁護のために必要な援助

専門機関の紹介等

■ 全部又は一部を委託
1,579市町村（91%）

■ 単独市町村で実施
1,040市町村（60%）

※R2.4時点
※全市町村が実施

(地域生活支援事業必須事業)

指定特定相談支援事業所 指定
障害児相談支援事業所

専従の相談支援専門員
（業務に支障なければ兼務
可）、管理者

基本相談支援 計
画相談支援等
・サービス利用支援、
・継続サービス利用支援

※機能強化型報酬を算定する場合は24時間対応及び困

難事例への対応等を行う場合あり

■ 9,623ヶ所(H30.4) 20,418人
10,202ヶ所(H31.4) 22,453人
10,563ヶ所(R2.4) 23,729人

※障害者相談支援事業受託事業所数 2,200
ヶ所(21%)

指定一般相談支援事業所 専従の指定地域移行支援従
事者(兼務可）、うち１以上は
相談支援専門員、管理者

基本相談支援 地
域相談支援等
・地域移行支援
・地域定着支援

■ 3,397ヶ所(H30.4) 
3,377ヶ所(H31.4)
3,551ヶ所(R2.4)

厚生労働省 社会保障審議会障害者部会 資料より

現行の相談支援体制の概略

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こちらは、国が示している相談支援体制の概略図になります。障害のある方の計画相談にあたる事業は、岡山市では２段目と３段目になります。４つ目は地域移行、地域定着支援事業といわれる、相談員が直接おこなう個別給付の事業になります。



相談支援機能強化事業所
東 部 旭川荘、ぱる・おかやま、かけはし
南 西：ひらた旭川荘、支援センターコンドル

岡山南障がい者相談支援センター
中央・北：こら～れ、仲よし

児童発達支援センター
旭川児童院通園センター
みどり学園
岡山かなりや学園
わかくさ学園いちご
児童発達支援センターまな星

地域生活支援拠点
旭川荘、泉学園、市育成会（仲よし）

岡山市障害者基幹相談支援センター

計画相談支援、障害児相談支援
一般相談支援

岡山市における相談支援体制

旭川荘・仲よし・岡山南障がい者・支援セン
ターコンドル

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こちらの図は、岡山市における相談支援体制の図になります。先ほどの４つ相談支援事業を岡山市の相談支援事業所がどういう形で担っているかを示したものになります。



障害者生活支援センターこら～れ

支援センターコンドル

地域サポートセンター仲よし

サポートセンターかけはし

地域活動支援センターぱる・おかやま

「サービスの利用が定まらない」「これ

からの生活が不安」「仕事や活動につ
いての相談がしたい」などは、お近く

の相談支援機能強化事業所へご相談

ください。

また、児童期に関するお問い合わせに

関しては、児童発達支援センターにご

相談ください。

ひらた旭川荘地域活動支援センター

岡山南障がい者相談支援センター

地域活動支援センター旭川荘

みどり学園

旭川児童院 通園センター

児童発達支援センター まな星

岡山かなりや学園

わかくさ学園いちご

（令和4年４月～）

岡山市障害者基幹相談支援センター

市内の相談支援機能強化事業所・児童発達支援センター  Map



２．相談支援専門員の基本的視点と大切にしていること



相談支援専門員はソーシャルワーカーとして位置づけられ

ています。

障害のある人やその家族が地域の中でその人らしく生活し

ていけるよう、様々な役割を担っています。

しかし相談支援専門員だけですべての問題や課題を解決し

ていくことは難しく、そのためには当事者や家族を中心にし

てそれを取り巻く人や機関との協働が必要です。

本人を支える相談支援専門員の機能との役割



本人を支える相談支援専門員の機能との役割

相談支援専門員は、利用者が地域で希望する生活を維持・継続する上で阻害
となる様々な複合的な生活上の問題を明らかにし、解決するための課題に
対し、道筋と方向性を立てるため、地域にある資源の活用、改善、開発を行
いながら、総合的かつ効率的に継続して利用者及びその家族に対し支援を
行っていく役割があります。

このような役割を果たすための機能として

① アセスメント機能
② 計画機能（プランニング）
③ 調整機能（マネジメント）
④ 相談機能
⑤ 権利擁護機能

「個別支援から地域づくりまで」



①本人のその人らしい地域での暮らし

１）障害者の地域生活支援

２）障害者の自立と尊厳の確保・社会参加

３）意思決定への支援・権利擁護、エンパワメント、

リカバリー

②障害のある人を含めた誰もが暮らすことのできる

地域づくり

相談支援の目的

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
（相談支援の目的）・相談支援の目的は、「個別の相談」と「地域づくり」の2点に整理されます。本人が、自分の望む場所で望む相手とその人らしい生活を送ることができるよう、生活支援が行われること、本人の望む社会参加が可能となること、自分のことは自分で決められるといった権利擁護が具体的な中身です。・個別の相談の中でそれを達成していくには、地域づくりも必要になりますので、実はこの2点はつながったプロセスとなります。繰り返しになりますが、ケアマネジメントはこれらの目的の達成に向けた手法です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　



①個別性の重視

②生活者視点、QOLの重視、リカバリー

③本人主体、本人中心

④自己決定(意思決定)への支援

⑤エンパワメントの視点、ストレングスへの着目

⑥権利擁護(アドボカシー)、スティグマ

⑦地域の多様な資源へのアクセスと活用、資源開発

⑧チームアプローチ、多職種連携

相談支援の基本的視点



もう少し具体的に・・・

我々の関りは、ただ単にサービスにつなげる計画を立て
たり、ご本人や家族ができないことを代わりに行うこと
ではありません。

明確なエビデンスのもと、ご本人の自己実現を目指し、
本当に必要なものは何なのかを明らかにすること。その
関わりの基礎となるものがアセスメントです。

アセスメントとは？
①情報収集・整理 ②評価・分析・解釈（見立て）
③問題のメカニズムの理解(見立て)



現在の
生活

その人らしい
生 活

その人本来のちからが
向かう方向（本流）

ミスポジション

Ａ Ｂ

Ｂ´

エンパワーポジション

powerlessness

Empowerment
Recovery

ズレに着目

Ｋ．Ｓａｔｏ

エンパワメントアプローチに基づく視点

ゼロベース思考
→そのためにどうするか？

課題の外在化
→対象者を悪
者にしない

＊「人生を成長」ととら
えれば、すべての人が
明日の自分との間で
ズレをもつ

５ピクチャーズ＝「ストレングス視点」をベースに、「人としての共通モデル」の枠組みで「利用者本人の車」で目的地にむかう鳥瞰図

「ミスポジション・セオリー（K.Sato）」

ストレングス視点 強み（「良質な社会資源」）を生かす視点をベース

本人の車

作成：佐藤光正（駒沢大学）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
ミスポジションセオリーは、援助の視点を変えるための考え方で、障害者の支援において重要な役割を果たしています。この理論は、援助が「ズレ」を本流に戻す過程であると考えます1。つまり、援助は障害者本人の変化を求めるのではなく、障害を障害として受け入れ、その障害を補うことで本人の生活を整えること、環境を整えることを目指します。また、ミスポジションセオリーは「5ピクチャーズ」という思考の枠組みにも影響を与えています1。「5ピクチャーズ」は、ミスポジション論をベースに、事例を“5つの問い”で「見える化」して捉えるためのフレームとして考案されました1。これは、本人中心支援を見失わず、ストレングス視点の問いの中で、本人や環境のいいところを活用し、環境を変化させることを目指します



我々が大切にしているアセスメントと意思決定支援

相談支援専門員として関わる中で、ご本人の意思決定を重

視します。意思決定ガイドラインに基づいた「本人が自ら意

思決定する支援」であり、「意思疎通、意思形成、意思表明、

意思実現」が円滑に循環できるように配慮します。本人の思

いや選考を知る上でも、アセスメントは重要といえます。

「私たち抜きに、私たちのことをきめないで」

だれ中心の支援なのかを今一度確認。

固定化された人間関係や支援者の知識不足、情報不足、余

裕の無さ、困るだろうという先回り支援も意思決定を阻害

する要因とされています。



障害者の意思決定支援を推進するための方策
意思決定支援の推進（運営基準への位置づけ）

障害者の意思決定支援を推進するため、「障害福祉サービス等の提供に当たっての意思決定支援ガイドライン」を踏まえ、相談支援及び障害福祉サー

ビス事業等の指定基準において、以下の規定を追加する。

【取扱方針】

• 事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。

【サービス等利用計画・個別支援計画の作成等】

• 利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の

検討をしなければならない。

• 利用者の希望する生活や課題等の把握（アセスメント）に当たり、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定支援を行うた

め、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

• 相談支援専門員やサービス管理責任者が行うサービス担当者会議・個別支援会議について、利用者本人が参加するものとし、当該利用者の生活に対

する意向等を改めて確認する。

※ 障害児者の状況を踏まえたサービス等利用計画・障害児支援計画の作成を推進する観点から、 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が作成した個別支援

計画について相談支援事業者への交付を義務付け。

【サービス管理責任者の責務】

・サービス管理責任者は、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定支援

が行われるよう努めなければならない。

※障害児通所支援、障害児入所施設についても、障害児及びその保護者の意思の尊重の観点から、上記に準じた規定を追加。

相談支援事業者
サービス事業者 ア

セ
ス
メ
ン
ト

計
画
原
案
作
成

モ
ニ
タ
リ
ン
グ※

利用者本人の参加
（原則）

意思決定に困難
を抱える者の意
思及び選好、判
断能力等の把握

（参考）障害者の意思決定支援のプロセス 相談支援専門員・サービス管理責任者が、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、計画を検討

※相談支援専門員によるモニタリングについて、地域移行に向けた意思決定支援や重度の障害等のため頻回な関わりが必要な者は標準より短い期間で設定が望ましい旨例示

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容より

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議

個
別
支
援
会
議

サ
ー
ビ
ス
の
提
供

計
画
の
実
施

計
画
作
成

http://2.bp.blogspot.com/-fypO2KLmFOk/UZSs38pknYI/AAAAAAAAS_c/LEtjCXa9N5Y/s800/business_kaigi.png


３．どうなの？岡山市の現状



岡山市の現状

岡山市の計画相談支援の状況 （R3.3末時点）

・障害福祉サービス受給者 7,111人

セルフプラン率 37.6％

・障害児通所支援受給者 5,132人

セルフプラン率 74.2％

セルフプラン率全国平均：障害者１５．６％ 障害児：２８．９％（R4年度末）

自立支援医療受給者証支給数 15,101人

精神障害者保健福祉手帳支給数 6,868人

相談支援事業所数：６８ヵ所（R6.３．１時点 機能強化事業所７か所含む）



岡山市の相談支援体制が抱える問題

① 現在の岡山市での計画相談の状況を見ると、圧倒的

に相談支援専門員の数が足りていない。

② ２層目、１層目の相談機関の余力がなく、負担が生じ

ている。

③ 計画相談を担う相談支援事業所の支援力にばらつき

がある。

④ 総合支援法、計画相談支援の認知度が介護保険に比

べ低く制度として浸透していない。

⑤ 必要な福祉サービスの対応力向上やそれを補完する

専門的な相談窓口との連携の問題。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
①報酬体系が複雑で提出する書類も多い。そもそもがケース数を持たなければ収益に繋がらない制度。令和６年の報酬改定ででは、多少の収益増が見込めるが、大幅な相談員の増加につながるかはわからない。②３層目の基幹相談支援センターが設置され、２層目が担っていた対外的な活動の部分は軽減された。しかしながら、ケースに関わる負担は減っていない。２層目も計画相談事業所としても機能しているため、収益の意識もある。③事業所OJTなど直接的な関わりや全体的な研修を取り入れ人材育成は行っている。しかしながら均一化が図れているか？というまだまだといった状態。④平成12年から始まった介護保険制度に比べると歴史も浅く、一般的には40歳になると介護保険料の納付が始まる事で「いつかは我が事」という認識を持つ機会がおとずれます。しかし、障害福祉制度は公費負担である事と、その当事者またはそこに携わる者でないとなかなか我が事として考えるのが難しい事も理由の一つかもしれません。児童のセルフプラン率が高いことも、支援学校では、相談支援専門員の認知度が上がり始めている部分はありますが、効果的に連携が図れているのかというと？がつきます。これが、支援学級の先生となると、浸透はできておらず、サービスはわかりやすい児童分野ですが、関わるセクションが多いため、わかりづらいのかもしれません。⑤行政窓口や行政がおこなう専門機関、相談窓口の特化し過ぎる対応や福祉サービス事業所の支援力のばらつき。一旦受け止めるワンストップの意識の低さ。



令和２年に岡山市障害者自立支援協議会、精神保健福祉部会から、「保健
福祉領域における福祉と医療の連携についてのアンケート」を実施。

その結果、他の障害福祉サービスに比べ、それをマネジメントする相談支
援専門員の認知度が低い事が明らかになった。
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相談支援

訪問看護

就労移行支援

就労継続B型

就労継続A型

居宅介護

市内精神科診療所42カ所対象 回答数35カ所 回答率83.3％

Ｑ．地域支援サービスを知っていますか

R2.精神保健福祉部会 精神保健福祉領域における福祉と医療の連携についてのアンケート報告より

福祉と医療の連携アンケートについて

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
（アンケート対象は、岡山市精神科、心療内科クリニック対象）（スライドを読む）岡山県精神神経科診療所協会エピソードあるクリニックにインタビューを行ったところ、専門員がDrに関りを求めてくるケースが少なかったと。逆に、相談員が介入する事でスムーズにいったケースもあったり、診察場面以外での情報は欲しいと思う事もあるが、つながりは少ないとの事だった。



岡山市の相談支援体制の強み

１． 障害者自立支援協議会の構造化が図れている。

２．相談支援体制の３層構造が構築されている。

３．社会資源の数は他市町村に比べ多い。

４．精神科病院の数が多く、連携が図れている。

５．福祉サービス以外の専門家の団体も多く、
協力体制が構築されつつある。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
１．自立支援協議会という地域の支援者が集まり、個別の相談支援の通じて明らかになった地域の課題を共有し、地域のサービスの基盤の強化や施策に繋げていく機能を持つ法定の協議会が活発に行政と共に運営されています。手続きの効率化や新たなサービスの仕組みなどもこの協議会から始まっています。２．相談支援の3層構造が整備され、相談支援事業所や困難ケースをバックアップする体制が強化されている。３．人口が多い部分でサービスが多いというとらえ方もできますが、利用者の特性やニーズにあった事業所が他市に比べて探しやすいというメリットがありますがデメリットも。４．入院病床を持つ精神科病院が８つあり、それぞれに連携窓口がはっきりしています。精神科領域では長期入院者の地域移行支援も体制が構築され、推進されています。５．福祉オンブズさんもそうですが、弁護士事務所や後見制度を担う団体、居住支援法人など、福祉サービス以外の専門家団体もあり、チームの一員として協力体制が組みやすい。



４．どうする？岡山市の相談支援専門員



＜国＞ データベースの整備

）

○ 障害者や難病患者等が地域や職場で生きがい・役割を持ち、医療、福祉、雇用等の各分野の支援を受けながら、その人らしく安心して暮らすことができる体制

の構築を目指す。このため、本人の希望に応じて、

・施設や病院からの地域移行、その人らしい居宅生活に向けた支援の充実（障害者総合支援法関係、精神保健福祉法関係、難病法・児童福祉法関係）

・福祉や雇用が連携した支援、障害者雇用の質の向上（障害者総合支援法関係、障害者雇用促進法関係）

・調査・研究の強化やサービス等の質の確保・向上のためのデータベースの整備（難病法・児童福祉法関係、障害者総合支援法関係

等を推進する。

障害者や難病患者等が安心して暮らし続けることができる地域共生社会（イメージ）

住まいの場
・アパート生活

・グループホーム
・実家等

訪問

就労

、教育

福祉から雇用へ

障害福祉

施設系福祉サービス

＜事業所・施設＞
地域生活支援拠
点等の市町村整
備の努力義務化

等
通所

就労系福祉サービス

雇用・就労
＜障害福祉＞
就労選択支援の創設

一般就労中の就労系福祉
サービスの一時的利用

＜企業＞

雇用の質向上に向けた助
成金の拡充
短時間労働者（10H以上
20H未満）に対する実雇用
率の算定 等

（障害者雇用）
企業、団体等

医療 （入院・日常の医療）医
療機関 ■

＜精神科病院＞
医療保護入院の入院期間の設定患

者への訪問相談

支援の拡充 等

らの退院 施設からの退所

入院
退院

病院か

通院

訪問

等
伴走

・市町村

・都道府県

＜市町村＞

基幹相談支援セン

ター整備の努力義務
化

精神保健に関する相
談支援体制整備

等

等

通所系福祉サービス

訪問系福祉サービス

＜グループホーム＞
居宅生活に向けた支援等
の明確化 等

地域の助け合い

（日常の医療）
訪問看護事業所

基盤整備

支援促進

＜都道府県等＞

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の強化、
福祉・就労等の各種支援の円滑な利用促進（登録
者証の発行等）等

■
＜都道府県等＞

難病患者等に対する医療費支給
の助成開始時期を重症化時点に

前倒し 等

相談支援

相談支援事業所

ピアサポート活動 友達・趣味等

本人 家族

参考資料４

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
これは国が示している地域共生社会のイメージ図になります。岡山市では、保健企画総務課が進めている事業になります。あまり意識を持って進めているという印象はありませんが、様々な分野から挙がってくる問題を地域や制度、行政機関などをつなぐ機能と多機関協働めざし、継続的につながり続ける伴走支援を行っていくというもの。岡山市の場合は、ワンストップの相談機関を作るのではなく、それぞれの分野の専門性を活かしながらネットワークを作るとされています。



医療の協力

・必要な医療を届ける
体制の確保

・医師及びコメディカル
スタッフとの連携

・未受診、地域での困り
感のある方への医療
提供

・訪問診療、訪問看護の
柔軟な対応

地域の協力

・居住確保の推進
・地域で良い距離感の
見守り

・保健、福祉関係者との
相互連携

・仕事へのつながり
・教育、保育基幹との連
携強化

・福祉サービスの対応力
向上の取組み

顕在化する課題を誰
がどう解決する？

本人が運転する車に乗れている？

伴走型支援、
地域共生社会の実現

連携出来ている？

それぞれの役割の確認

行政の協力

・専門員が増える環境
及び体制の確保

・専門的かつ柔軟な窓
口業務

・サービス適正利用に向
けた指導・監督

・相談支援専門員のケア
マネジメントの周知

・行政専門機関との連
携強化

意思決定、本人中心という考え方

そこにある問題の課題を明確にし、解決のための
ミッションを考える

伴走型支援を目指して



伴走型支援を目指して

伴走型の支援を実現するためには、支援者が相談者

と共に問題解決の過程を歩み、「つながり続ける事」

とも言えます。支援者が「こうあるべき」と据えた環境

で、「良い支援を」と提供したとしても、本人にとって

の「良い支援」とは限りません。

我々のできる伴走型支援をチームで担えるような

繋がりをコーディネートしつつも、必要な時に関われ

る関係がよいのかもしれません。



５．まとめ



まとめとして・・・

・地域の強みを知り、活かす手立てを考える。

・保健、医療、福祉、教育、地域の役割分担が重要。
とはいえ抱えすぎに注意。

・相手の考え方や行動を正そうとする事は一旦置いてお
いて、望ましい行動を評価。

・本人の想いと現状のズレを把握し、本人の希望する生
活の実現。

・時には支援者のレスパイトも必要な事も。必要な人に必要な支援ができるような伴走型
の支援体制づくりをめざしましょう。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
（アニメ）・地域の強み・・民生員を始めとする地域の理解者を増やす事や　地域レベルで取り組んでいる活動を活用する。・適切な機能分化、地域が抱えすぎるのも問題。・見える問題のみを捕らえず、まず、安心できる環境を提供・現状を踏まえた、本人の希望への目標設定・とはいえ、地域も支援者も疲れる事があるので
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